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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 

決算年月 令和３年９月 令和４年９月 令和５年９月 令和６年９月 令和７年９月 

売上高 (百万円) 11,761 12,974 14,774 16,380 17,630 

経常利益 (百万円) 1,575 2,039 2,712 2,776 2,949 

当期純利益 (百万円) 977 1,395 1,818 1,817 2,044 

持分法を適用した場合の投

資利益 
(百万円) － － － － － 

資本金 (百万円) 1,839 1,847 1,854 1,903 1,962 

発行済株式総数 (株) 10,294,600 10,304,600 10,311,100 10,369,600 10,440,600 

純資産額 (百万円) 15,998 16,886 18,107 19,390 20,912 

総資産額 (百万円) 35,778 37,671 39,824 44,456 49,440 

１株当たり純資産額 (円) 1,600.26 1,685.77 1,805.60 1,920.81 2,056.43 

１株当たり配当額 

(円) 

55.00 62.00 64.00 64.00 67.00 

（うち１株当たり中間配当

額） 
（－） （－） （－） （－） （－） 

１株当たり当期純利益 (円) 98.19 139.67 181.87 181.03 202.35 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
(円) 97.88 139.21 180.49 179.78 201.65 

自己資本比率 (％) 44.7 44.7 45.4 43.5 42.2 

自己資本利益率 (％) 6.2 8.5 10.4 9.7 10.2 

株価収益率 (倍) 17.38 13.00 10.88 9.53 9.83 

配当性向 (％) 56.0 44.4 35.2 35.4 33.1 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 2,443 1,975 2,668 2,183 3,018 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △1,314 △2,452 △2,565 △4,468 △4,341 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △1,446 255 △326 2,090 1,449 

現金及び現金同等物の期末

残高 
(百万円) 4,152 3,931 3,708 3,514 3,641 

従業員数 
(人) 

79 87 101 100 112 

［外、平均臨時雇用人員］ 〔3〕 〔10〕 〔13〕 〔13〕 〔23〕 

株主総利回り (％) 108.1 118.6 132.5 120.9 141.2 

（比較指標：配当込み

TOPIX） 
(％) (127.5) (118.4) (153.7) (179.2) (217.8) 

最高株価 (円) 1,924 2,016 2,121 2,119 2,065 

最低株価 (円) 1,556 1,485 1,741 1,650 1,597 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。 
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２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

３．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、「１株当たり純資産額」

の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、「１株当たり当期純利益」

及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式

に含めております。 

４．最高・最低株価は、令和４年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、令和４年４

月４日以降は東京証券取引所プライム市場のものであります。 

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第26期の期首から適用してお

り、第26期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。 

 

２【沿革】 

年月 事項 

平成９年８月 東京都新宿区大久保に、駐車場の運営及び管理業務、駐車場装置の販売業務を目的としてパルク株

式会社を資本金20百万円にて設立 

平成９年９月 東京都文京区にて24時間無人時間貸駐車場の運営を開始 

平成９年10月 本社所在地を東京都新宿区西新宿に移転 

平成10年３月 日本証券業協会に株式を店頭取扱有価証券として届出 

平成11年７月 本社所在地を東京都品川区東大井に移転 

平成12年７月 千葉県八千代市にて土地を自社にて所有する方法による駐車場の運営を開始 

平成13年２月 本社所在地を東京都港区虎ノ門に移転 

平成14年８月 大阪府大阪市に大阪営業所（現 大阪支店）を開設 

平成15年４月 店頭取扱有価証券の登録を廃止 

平成15年５月 東京都豊島区にて証券化駐車場の運営を開始 

平成16年１月 商号をパラカ株式会社に変更 

平成16年２月 東京都杉並区阿佐谷南にて駐輪場の運営を開始 

平成16年９月 本社所在地を東京都港区麻布台に移転 

平成16年12月 東京証券取引所マザーズ市場に上場 

平成16年12月 北海道札幌市にて自走式立体駐車場ビルを取得し、自社駐車場として運営を開始 

平成17年８月 岩手県盛岡市にて、自走式立体駐車場を竣工し、証券化駐車場として運営を開始 

平成17年11月 愛知県名古屋市に名古屋営業所を開設 

平成18年４月 福岡県福岡市に福岡営業所を開設 

平成18年９月 有限会社神谷町パークを連結子会社化 

平成22年12月 神奈川県横浜市に横浜営業所を開設 

平成23年２月 有限会社神谷町パークを吸収合併 

平成23年６月 京都府京都市に京都営業所を開設 

平成23年９月 宮城県仙台市に仙台営業所を開設 

平成24年10月 兵庫県神戸市に神戸営業所を開設 

平成24年10月 埼玉県さいたま市に埼玉営業所を開設 

平成25年６月 宮城県大崎市にて太陽光発電事業を開始 

平成25年８月 茨城県水戸市にて太陽光発電を開始 

平成25年９月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 

平成26年９月 新潟県新潟市に新潟営業所（現 新潟支店）を開設 

平成27年４月 静岡県伊豆市にて太陽光発電を開始 

平成27年12月 茨城県かすみがうら市にて太陽光発電を開始 

平成28年４月 北海道札幌市に札幌営業所を開設 

平成29年４月 千葉県千葉市に千葉営業所を開設 

平成29年５月 大阪府大阪市に大阪営業所を開設 

平成29年５月 本社所在地を東京都港区愛宕に移転 

令和４年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行 

令和６年９月 沖縄県那覇市に那覇営業所を開設 
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３【事業の内容】 

 当社は、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理に関連する事業を展開しており、区分すべき事業セグメントは存在し

ておりません。 

 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 当社は、日本の駐車場不足を解消するために、より必要な場所に１台でも多くの駐車場を供給し、健全なクルマ社

会の発展に貢献するという使命のもと、大都市圏を中心として、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理を行っており、

事業区分を「賃借駐車場」「保有駐車場」「その他」に分類しております。 

 賃借駐車場及び保有駐車場は、駐車場の運営形態別に分類しており、時間貸駐車場の運営管理に関する業務全般を

一貫して行っております。 

 また「その他」は、不動産賃貸、自動販売機収入、太陽光発電、バイク駐車場及び駐輪場の運営管理等となってお

ります。 

 

(1）賃借駐車場 

 賃借駐車場は、当社事業の基本を成すビジネスモデルであり、具体的には、土地オーナーに賃借料を支払い、当

社で駐車場設備を設置し、運営管理を行います。時間貸駐車料金（一部月極を含む）が売上高、そこから賃借料

（月額）、駐車機器のリース料（精算機・ロック板・看板等）、減価償却費、運営管理費（機器メンテナンス料・集

金費・清掃費・光熱費等）を差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。 

 

賃借駐車場のビジネスフロー 
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(2）保有駐車場 

 保有駐車場は、自社で駐車場用地を購入し、運営管理するモデルであります。当社で用地を取得することから、

土地所有者都合による解約は発生せず、賃借料も発生しません。時間貸駐車料金（一部月極を含む）が売上高にな

り、そこから固定資産税・都市計画税、駐車機器のリース料、減価償却費、運営管理費を差し引いたものが、個別

の駐車場の売上総利益となります。 

 

保有駐車場のビジネスフロー 

 

 

４【関係会社の状況】 
 

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権の
所有割合
又は被所
有割合 

(％) 

関係内容 

（その他の関係会社）      

伊藤忠商事株式会社 

（注）１ 
東京都港区 253,448 総合商社 

被所有 

22.0 

不動産賃貸借及び不動産売買等 

役員の兼任等…有 （注）２ 
  

（注）１ 有価証券報告書を提出しております。 

２ 同社の従業員が当社の社外取締役に就任しております。 
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５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

    令和７年９月30日現在 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

112 (23) 32.8 6.3 6,037 

（注）１ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、従業員１人当たりの基本給、賞与及び基準外賃金の合計額を算定しております。 

３ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（パートタイマー及び派遣社員）の平均雇用人員であります。 

４ 当社は、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理に関連する事業を展開しており、区分すべき事業セグメント

は存在しておりません。 

 

(2）労働組合の状況 

 当社において労働組合は結成されておりませんが労使委員会を設けており、労使関係は円満に推移しておりま

す。 

 

(3）管理職に占める女性労働者の割合及び男性労働者の育児休業取得率 

当事業年度 

管理職に占める 
女性労働者の割合（％） 
   （注）１ 

男性労働者の 
育児休業取得率（％） 
   （注）２ 

労働者の男女の賃金の差異（％） 
（注）３ 

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者 

15.4 100.0 － － － 

（注）１ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。なお、従業員数（臨時従業員を除く）に占める女性労働者の割合は、41.0％であります。 

２ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。 

なお、前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数は２名、育児休業等を取得した男性労働者数は

１名であり、当事業年度において配偶者が出産した男性労働者数は３名、育児休業等を取得した男性労働

者数は３名であります。 

３ 「労働者の男女の賃金の差異」については、当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（平成27年法律第64号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。 
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第２【事業の状況】 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 

①経営方針 

 当社の経営の基本方針は「日本の駐車場不足を解消し、快適なクルマ社会を実現すること」であります。 

現在の日本では、特に都市部において、駐車場が不足していると言われております。また、現在のコインパーキング

（時間貸駐車場）業界においては、駐車場用地の大部分を賃借に依存し、駐車場の供給は公共性が高いにもかかわら

ず、常に解約リスクにさらされている状況であります。 

 より必要な場所により多くの駐車場を供給していくこと、解約のない駐車場あるいは解約されにくい駐車場をより

多く供給すること、そして日本の駐車場不足を解消し、快適なクルマ社会を実現すること、が当社の志であり、存在

意義であります。 

 

②経営環境及び経営戦略 

 コインパーキング（時間貸駐車場）業界の市場規模については、包括的な業界団体が存在せず、また小規模な路外

駐車場は開設時に行政への届出が不要であることから正確な数値は算出できないものの、日本経済新聞社が毎年実施

している「サービス業調査」によると、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和３～４年調査を除き、10年以

上連続で業界売上高は拡大しております。 

 その要因としましては、平成18年の道路交通法改正により違法駐車取締りが強化されたこと、店舗付帯駐車場の不

正対策として時間貸駐車場化が進められたこと、近年の旺盛な駐車需要により駐車場料金相場が上昇傾向であるこ

と、全国の乗用車保有台数が微増を続けていること等が挙げられると考えております。 

 このような経営環境において、当社は安定的な財務基盤を背景に、「基盤収益」である保有駐車場への投資を積極

化しております。なお、当社の当事業年度末における自己資本比率は42.2％であります。同業他社については保有駐

車場モデルの事業展開は殆ど無く、他社との競争優位性を確保するための重要な要素となっております。保有駐車場

事業は「売上総利益額及び売上総利益率」が高いだけでなく、その取得時にデベロッパーを含む不動産業者や金融機

関との関係を強化することが出来、駐車場用地情報の拡大が可能となっております。また、保有駐車場を核として、

その周辺に固定方式もしくは駐車場売上によって賃料が変動する還元方式による賃借駐車場の開発という衛星的な展

開が可能となっております。更に、保有駐車場は外部環境により売上高が減少する局面においても、その高い売上総

利益率により「基盤収益」として経営を下支えする役割を担うことができます。 

 更に、保有駐車場を核とし、全国の中核都市において、それぞれの地域で車室数、事業地件数、売上において地域

一番を目指すべく、人的、組織的、金額的経営資源を重点的に投入し、その地域での優位性を確保する戦略を進めて

おります。 

 これらの戦略を推進するため、当社では、立地判断、車室設計、オペレーション、プライシングの４つの「標準

化」を行っています。標準化により物件開発、車室設計、運営管理等に関するノウハウの蓄積が可能となり、経営資

源を強化することができます。加えて、様々な情報の蓄積と積極的な活用を図るため、営業支援システムの充実を進

めております。 

 以上により、同業他社との差別化を図り、事業拡大と収益性の向上を同時に達成し、専業企業として最も存在感の

ある会社を目指してまいります。 
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③重視する経営指標 

 当社の重要な経営指標は次の３つとなります。１つ目は「基盤収益」、２つ目は「売上総利益額及び売上総利益

率」、３つ目は「車室残高」です。 

 １つ目の「基盤収益」ですが、保有駐車場、不動産収入、太陽光発電事業から構成されます。これらの事業は、外

部環境に左右されにくく、安定的な収益をもたらす事業であり、この「基盤収益」の拡大が、長期安定的な利益成長

につながるため重要視しております。 

 ２つ目の「売上総利益額及び売上総利益率」ですが、駐車場の収益性を端的に表すことから本業の状況確認のため

の最も基本的な数値として重要視しております。 

 ３つ目の「車室残高」ですが、管理車室数を継続的に増やしていくことが持続的な成長には欠かせないことから重

要視しております。 

 当社のビジネスはいわゆるストック型のビジネスモデルと捉えておりますので、良質なものを少しでも多く積み重

ねていくことを重視しているため、上記の各指標につき具体的な数値目標としては定めておりません。 

 

④事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当社は収益力の向上のため、対処すべき課題として以下の項目に取り組んでまいります。 

(1）解約リスクの低減 

 当社は、時間貸駐車場事業を賃借駐車場モデル（土地オーナーより駐車場用地を借り受け事業を行うモデル）に

依存し過ぎることは、賃貸借契約の解約により事業を継続できなくなるリスクがあると考えております。そこで、

賃借駐車場の解約リスクを軽減し、企業全体として長期安定的・継続的に成長していくためには、キャッシュ・フ

ローを考慮しながら、「賃借駐車場」及び「保有駐車場」のポートフォリオを組み立てていくことが必要と考えて

おります。 

 

(2）収益リスクの低減 

 当社は事業基盤の更なる強化を図るため、事業地を新規駐車場（オープン後１年未満の駐車場）と既存駐車場

（オープン後１年以上経過の駐車場）に分けて管理しております。加えて、賃借駐車場では、毎月一定の賃料を土

地オーナーに支払う「固定方式」にかかるリスク管理の徹底と、駐車場売上によって賃料が変動する「還元方式」

を組み合わせることにより、収益リスクの低減に努めております。 

 

(3）オペレーションスキルの向上 

 当社は「標準化」を推進し、従業員のオペレーションスキルの向上により、全社的な収益拡大とコスト低減を図

ることに努めております。今後も引き続き、人材育成・教育によりオペレーションスキルの向上を図ることで、利

益率の改善に努めてまいります。 

 

(4）営業力の強化 

 当社が成長を図る上では、今後も継続して営業力を強化していく必要があると認識しております。人員の拡大を

図るとともに、「標準化」を推進し、ＯＪＴ教育、全体研修、個別指導を通じ、個々のスキルアップに努めてまい

ります。加えて、営業支援システムの機能向上、情報の蓄積と活用を促進してまいります。 
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】 

 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

 

(1）ガバナンス 

 当社は、平成21（2009）年より、企業理念を「永遠のあと百年」と定めております。一年経っても十年経って

も、あと百年存続し得る会社にしたい、常にこれでよしとしない「永遠の未完成、これ完成なり（宮沢賢治）」と

いう精神を「永遠のあと百年」という七文字に込めています。「ESG」は、Eは地球の、Sは社会の、Gは会社の、持

続可能性の向上をそれぞれ表していると認識しており、それらの関係は、会社は社会に含まれ、社会は地球に含ま

れるという空間的な包摂関係（spatial inclusion）となっています。時間的にも包摂関係（historical 

inclusion）は同様で、社員への投資や社内環境整備等により会社自身の持続可能性を高めること（G）は、社会や

地球の一員として健全な経済主体が存続することを意味します。また、会社がその事業活動を行う上で、恩恵を受

けている社会（S）と地球（E）の持続可能性の向上に貢献することは、同時に会社自身の持続可能な発展につなが

ると考え、森林保全等の取り組みを行っています。具体的には、令和７年11月末現在、当社は広島県安芸高田市に

おいて約617ヘクタールの山林を所有しており、当社従業員が森林組合と共に植樹や間伐などの森林保全活動を実

施しております。 

 当社は、上記のとおり、「持続可能性の向上」を最重要課題と認識しており、執行役員会及び取締役会において

サステナビリティ関連の議論を行っております。当社の取締役会においては、平成19（2007）年より植林や森林保

全等を主導している代表取締役執行役員会長の内藤亨氏、特定非営利活動法人及び公益財団法人の理事・顧問であ

る檜森隆伸氏がESGに精通した取締役となります。 

 また、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針において、「当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報

酬とし、『職務の内容』『責任の重さ』『業績への貢献度』『持続可能性向上への貢献度』の四つを総合的に勘案して

決定するものとする。」と定めており、持続可能性向上への貢献を取締役報酬へ反映させる方針としております。 

 

(2）リスク管理 

 当社では、定期的に各本部の担当者が情報共有会議に出席し、サステナビリティ関連リスク及び機会を含む、各

種リスク及び機会について議論を行っております。情報共有会議には執行役員が１名以上出席し、出席した執行役

員は代表取締役を含む執行役員が全員出席する執行役員会にて、当該リスク及び機会を共有します。執行役員会で

リスク及び機会は評価され、対応策が議論されます。適宜、リスク及び機会とその対応内容については、取締役会

に報告され、より広い見識を持つ社外役員の意見を取り入れつつ、実行へ移されます。 

 特定されたサステナビリティ関連リスク及び機会については、執行役員会及び取締役会の事務局である管理本部

管理部経営企画課にて管理し、その状況や進捗については適宜、執行役員会及び取締役会に報告を行います。 

 

(3）人的資本に関する戦略 

 当社は、「永遠のあと百年」を企業理念に掲げ、事業全体の持続可能性向上のために、社員1人ひとりが成果を最

大化し、持続的に企業価値を向上させていくことが重要であると考え、当社及び社員にとって生産性が最大化され

る環境の整備に取り組んでいます。なお、当社では、優秀な人材については性別、国籍、障害の有無等の属性にか

かわらず積極的に採用及び登用する方針の下、全ての社員に平等な評価及び登用の機会を設けています。そのた

め、各属性を持つ人材の人数について、数値目標は特段設けておりません。 

 社内環境整備につきましては、当社社員が高い意欲を持って働ける環境等を整備すべく、有給休暇取得奨励日の

設定や育児休業取得説明会の開催に加え、柔軟な働き方の実現のため、社員からの申請に基づきリモートによる就

業を可能としているほか、社員の優れたアイデアを取り入れるための制度である『夢プロジェクト』や、社員の自

発的な能力開発を奨励するため、当社が指定する資格を取得した社員に一時金を支給する『資格取得支援制度』を

設けております。 

 また、当社保有の広島県安芸高田市山林の近隣にて、研修センター 兼 森林保全活動等の拠点となる「あと百年

センター『遥古荘(ようこそう)』」が令和４年に竣工しました。企業理念である「永遠のあと百年」を全社的に浸

透させるため、本施設において「遥古荘研修(ようこそうけんしゅう)」を年10回程度実施しており、代表取締役執

行役員会長の内藤亨氏が陣頭指揮をとり、従業員等に対して植樹や間伐等を含むサステナブル研修を実施しており

ます。 
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(4）人的資本に関する指標及び目標 

 社内環境整備の状況を把握するための指標として、「有給休暇取得率」及び「育児休業等を取得しなかった男性

労働者数」を採用しております。また、企業理念の浸透を測るための指標として、「遥古荘研修参加率」を採用し

ております。それぞれの直近期間における実績及び目標は下記のとおりです。 

有給休暇取得率（注）１ 
育児休業等を取得しなかった 

男性労働者数（注）２ 
遥古荘研修参加率（注）３ 

2024年 実績 82.7％ 当事業年度 実績 0名 2025年 実績 86.3％ 

2025年 目標 80％以上 翌事業年度 目標 0名 2026年 目標 85％以上 

（注）１．当社就業規則に定める休暇年度（１月１日から12月31日）を対象期間とし、対象期間における有給休暇利

用日数を有給休暇付与日数で除して算出しております。 

２．配偶者が出産してから２年の間に、育児休業等を取得しなかった男性労働者数を記載しております。基準

日は、配偶者が出産してから２年を経過した日としております。 

３．当事業年度を通じて在籍した従業員（臨時従業員及び育児休業等を取得した従業員等を除く）を対象と

し、遥古荘研修に参加した者の割合を記載しております。 
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３【事業等のリスク】 

 当社の事業その他に関するリスクとして投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には以

下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日において当社が判断し

たものであります。 

 

(1）事業におけるリスクについて 

イ 事業用地の確保について 

 当社における駐車場運営形態としては、「賃借」及び「保有」があります。当社では、賃借によって駐車場用

地を確保する「賃借駐車場」が、当社の運営管理する駐車場の中で高い割合を占めており、当社事業の基本を成

すビジネスモデルであります。「賃借駐車場」は、土地オーナーに賃借料を支払い、当社で駐車場設備を設置

し、運営管理を行います。時間貸駐車料金（一部月極を含む）が売上高、そこから賃借料、駐車場機器（精算

機・ロック板等）の減価償却費、リース料、運営管理費（機器メンテナンス料・集金費・清掃費・光熱費等）を

差し引いたものが、個別の駐車場の売上総利益となります。 

 当社が事業を拡大するためには、駐車場用地の確保が必要となりますが、土地所有者の土地の有効活用に対す

る旺盛な需要を背景として、当社の物件数及び車室数の推移は概ね順調に増加しております。なお、令和２年９

月期及び令和３年９月期については、新型コロナウイルス感染症の影響により、不採算事業地の解約や新規開拓

事業地の厳選を行ったため、若干の減少となりましたが、令和４年９月期には積極的な営業活動を再開し、車室

数は再び順調に増加しております。 

（単位：車室（件）） 
 

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 
第29期 

当事業年度 

決算年月 令和３年９月 令和４年９月 令和５年９月 令和６年９月 令和７年９月 

 賃借駐車場 25,609 （1,805） 28,090 （1,867） 29,984 （2,012） 34,996 （2,144） 42,459 （2,265） 

 保有駐車場 4,587 （  236） 4,762 （  252） 5,104 （  273） 5,435 （  305） 5,773 （  333） 

合計 30,196 （2,041） 32,852 （2,119） 35,088 （2,285） 40,431 （2,449） 48,232 （2,598） 

 

 今後につきましては、地価の動向、土地に係る税制の改正等の要因により不動産市場が活発化した場合、土地

所有者にとって土地の有効活用のための選択肢が増加することにより、当社にとって駐車場用地の確保が困難に

なり、当社の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。 

 本リスクへの対応策として、売上総利益率が高く、解約リスクのない保有駐車場を簿価39,696百万円分（主に

不動産信託受益権含む土地）所有しております。また、土地の有効活用のための選択肢については常に注視し、

検討を行います。 

 

ロ 土地所有者との賃貸借契約が解約される可能性について 

 賃借駐車場を設置する際には、土地所有者との間で当社を賃借人とする賃貸借契約を締結しております。当該

契約期間は概して２～３年間（当初契約期間）となっており、期間満了後は１年毎の自動更新となっております

が、土地所有者の意思により賃借駐車場に係る契約の多くが解約された場合、当社の経営成績等に重要な影響を

及ぼす可能性があります。 

 提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。 

 本リスクへの対応策として、定期的に土地所有者との意思疎通を行い、土地所有者の要望等を認識し適宜対応

することで本リスクの低減を図っております。 

  



 

パラカ株式会社 令和７年９月期 株主総会前開示資料（令和７年12月４日開示） 

※本資料は、令和７年12月18日に開催予定の定時株主総会後に関東財務局に提出予定の有価証券報告書の一部です。 

※開示時点において監査法人による監査は完了しておらず、提出までに一部記載が修正される場合があります。 

- 11 - 

 

(2）法的規制等について 

 当社が営む時間貸駐車場の運営に関して、特有の法的規制は現在のところありません。駐車場の設置等に関する

法令としては、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めた「駐車場法」をはじめ、

都道府県公安委員会による交通規制等を定めた「道路交通法」並びに自動車保有者等に対して自動車の保管場所確

保等を定めた「自動車の保管場所の確保等に関する法律（車庫法）」等があります。 

 これらの法律が変更された場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 今後、都市部の自動車利用の制限につながるような法改正等がなされた場合には、当社の営業地域における駐車

場の需要の減少等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。 

 本リスクへの対応策として、関係法令の改正情報等を早期に入手し、その影響を検討して対策をとるとともに、

関係法令の遵守を徹底いたします。 

 

(3）借入金について 

 当社における駐車場開発形態としては、「賃借」及び「保有」がありますが、土地を保有する場合には、当該資

金の大部分を金融機関からの長期借入金により調達しております。金融機関からの借入に当たっては原則として借

入期間を20年とし、金利についてもその多くを固定金利での調達としておりますが、今後の金利動向等、金融情勢

の急激な変化により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。 

 本リスクへの対応策として、上記の通り、金融機関からの借入に当たっては原則として借入期間を20年とし、金

利についてもその多くを固定金利での調達としております。 

 なお、最近５ヵ年における自己資本比率、長期借入金の推移は、以下のとおりであります。 

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 
第29期 

当事業年度 

決算年月 令和３年９月 令和４年９月 令和５年９月 令和６年９月 令和７年９月 

自己資本比率（％） 44.7 44.7 45.4 43.5 42.2 

長期借入金合計（百万円） 17,173 18,339 18,951 21,886 24,215 

 １年内返済予定の長期借入金 

 （百万円） 
1,780 1,992 2,260 2,638 2,788 

 長期借入金（百万円） 15,393 16,347 16,690 19,248 21,427 

 

(4）事業用土地の状況について 

 当社では、当事業年度末現在、総資産額49,440百万円に対し、簿価39,747百万円の土地（不動産信託受益権含

む）を所有しております。 

 これらの土地等につきましては、殆どが当社が営む時間貸駐車場に係る駐車場用地であり、原則的には継続して

所有し事業の用に供するものです。また、現時点におきましては、充分な収益を確保しているものと当社では認識

しております。しかしながら、今後、売上の低下や営業戦略の大幅な変更等により、当社の事業にとって不要な土

地等を売却した場合、当該地価の動向によっては、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 また、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件で回収可能性を反映

させるように帳簿価額を減額することとなるため、今後の地価の動向や当社の収益状況によっては、当社の財政状

態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 提出日現在、当社は本リスクが顕在化することが予測される情報について、認識をしておりません。 

 本リスクへの対応策として、事業用土地の取得にあたっては、特定の駐車需要に依存し過ぎないことや取得金額

が路線価等の指標金額に対して特に高価となる場合には、その売上予測根拠の正確性について丁寧に検証を実施し

ております。 
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1)経営成績等の状況の概要 

①財政状態及び経営成績の状況 

a.経営成績の状況 

 当事業年度（自 令和６年10月１日 至 令和７年９月30日）における我が国の経済は、物価上昇の影響を受けつ

つも経済活動は回復を続けており、設備投資・個人消費・雇用環境は共に改善傾向となっております。 

 当社の属する駐車場業界においても、特に大都市での慢性的な駐車場不足や建築に伴う駐車需要、個人消費の持

ち直しを背景に売上は底堅く推移しました。 

 このような状況において、当社は引き続き積極的な営業活動を行い、新規駐車場の開設を進めるとともに、既存

駐車場においても料金変更を機動的に行うなど採算性向上に努めました。 

 その結果、当事業年度においては、338件11,246車室の新規開設、189件3,445車室の解約等により、149件7,801

車室の純増となり、９月末現在2,598件48,232車室が稼働しております。新規開設件数、新規開設車室数、運営件

数、運営車室数共に、過去最高を更新いたしました。 

 上記により、当事業年度の売上高は17,630百万円（前事業年度比7.6％増）、営業利益3,266百万円（前事業年度

比8.1％増）、経常利益2,949百万円（前事業年度比6.2％増）、当期純利益2,044百万円（前事業年度比12.5％増）を

計上いたしました。 

 

 当社の駐車場形態ごとの状況は以下の通りであります。 

（賃借駐車場） 

 当事業年度においては、307件10,843車室の開設及び、186件3,380車室の解約等により、121件7,463車室の純増

となりました。新規開設車室数は前事業年度比で約1.5倍となり、新規物件の内、施設付帯駐車場（コンビニ付帯

を除く）は24件6,073車室を開設しました。その結果、９月末現在2,265件42,459車室が稼働しております。売上高

は14,091百万円（前事業年度比6.8％増）、売上総利益は2,617百万円（同6.5％増）となりました。 

 

（保有駐車場） 

 当事業年度においては、札幌市11件143車室、函館市１件11車室、小樽市１件16車室、旭川市１件15車室、青森

市１件31車室、秋田市２件50車室、仙台市１件14車室、新潟市２件32車室、東京都葛飾区１件４車室、東京都荒川

区１件４車室、国分寺市１件４車室、川崎市１件６車室、熱海市１件４車室、上田市１件６車室、名古屋市２件20

車室、富山市１件４車室、高知市１件28車室、鹿児島市１件６車室を新規開設いたしました。また、既存保有駐車

場の隣地を取得することで、大阪市において５車室増設いたしました。一方で、レイアウト変更に伴い、仙台市に

おいて１車室減設したほか、ポートフォリオの見直し等により、仙台市において１件４車室、青森市で１件55車

室、姫路市で１件５車室の保有駐車場（土地）を売却しました。これらの売却により、固定資産売却益84百万円を

計上しております。以上の結果、28件338車室の純増となり、９月末現在においては333件5,773車室が稼働してお

ります。売上高は2,907百万円（同11.7％増）、売上総利益は2,365百万円（同11.3％増）となりました。 

 このほか、当事業年度において、八戸市１件７車室分、東京都新宿区１件５車室分、名古屋市１件６車室分、鹿

児島市２件12車室分の駐車場用地を取得しており、翌事業年度第１四半期以降のオープンを予定しております。 

 当事業年度において、保有駐車場への投資額は3,898百万円となりました。保有駐車場の簿価残高は、39,696百

万円となりました。 

 

（その他売上） 

 当事業年度においては、不動産賃貸収入、自動販売機関連売上、バイク・バス・駐輪場売上、太陽光発電売上等

により、売上高は631百万円（同7.4％増）となりました。 

 

b.財政状態の状況 

 当事業年度末における総資産は49,440百万円となり、前事業年度末に比べ4,983百万円増加しました。これは主

に有形固定資産における土地の増加（3,655百万円）、リース資産の増加（583百万円）によるものであります。 

 当事業年度末における負債の部は28,527百万円となり、前事業年度末に比べ3,461百万円増加しました。これは

主に借入金の増加（2,328百万円）によるものであります。 

 当事業年度末における純資産の部は20,912百万円となり、前事業年度末に比べ1,522百万円増加しました。これ

は主に当期純利益に伴い利益剰余金が増加（1,384百万円）したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は、前事業年度末の43.5％から42.2％となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前事業年度末に比べ127百万円増加し、3,641百

万円となりました。主な要因は以下のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は前事業年度に比べ835百万円増加し、3,018百万円となりました。これは主とし

て、税引前当期純利益2,954百万円、減価償却費631百万円、法人税等の支払額775百万円によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は前事業年度に比べ127百万円減少し、4,341百万円となりました。これは主とし

て、有形固定資産の取得による支出4,567百万円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により得られた資金は前事業年度に比べ641百万円減少し、1,449百万円となりました。これは主とし

て、長期借入れによる収入5,233百万円、長期借入金の返済による支出2,904百万円、リース債務の返済による支出

334百万円、配当金の支払による支出659百万円によるものであります。 

 

③生産、受注及び販売の実績 

a.生産実績 

 該当事項はありません。 

 

b.受注実績 

 該当事項はありません。 

 

c.販売実績 

 当事業年度における駐車場形態毎の販売実績は以下のとおりです。 

駐車場形態 金額（百万円） 前年同期比（％） 

賃借駐車場 14,091 6.8 

保有駐車場 2,907 11.7 

その他事業 631 7.4 

合計 17,630 7.6 

（注） 当事業年度における地域別販売実績及び構成比は次のとおりであります。 

地域別 

前事業年度 
（自 令和５年10月１日 
至 令和６年９月30日） 

当事業年度 
（自 令和６年10月１日 
至 令和７年９月30日） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

関東地区 7,481 45.7 7,754 44.0 

関西地区 3,977 24.3 4,224 24.0 

その他 4,920 30.0 5,651 32.0 

合計 16,380 100.0 17,630 100.0 
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 

 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 

 

①重要な会計方針及び見積り 

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。財務諸

表を作成するにあたり、経営者により会計基準の範囲内で見積り計算が行われており、資産及び負債、収益並びに

費用にその結果が反映されております。これらの見積りについては継続して評価し、必要に応じて見直しを行って

おりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果と異なることがあります。 

 詳細については、「第５ 経理の状況 ２財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（重要な会計方針）」及び「同注

記事項（重要な会計上の見積り）」に記載しております。 

 

②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 

 当事業年度における我が国の経済は、物価上昇の影響を受けつつも経済活動は回復を続けており、設備投資・個

人消費・雇用環境は共に改善傾向となっております。このような状況において、当社は積極的な営業活動を行うと

ともに、料金変更を機動的に実施し、売上高と利益の最大化を図りました。前事業年度より引き続き、デベロッパ

ーや不動産仲介会社との業務提携及び施設付帯駐車場案件への注力により案件数及び案件規模は拡大しており、新

規開設車室数は前期の約1.5倍である11,246車室となり、車室残高は前期末比で19.3％増となりました。料金変更

については、当期は延べ1,938件の駐車場で実施いたしましたが、うち1,595件（82％）が値上げの料金変更です。

都市部は駐車場の需給がタイトになっており、今後も駐車場料金は上昇傾向で推移すると考えております。売上総

利益率は、前事業年度の30.1％から30.3％へ0.2ポイント上昇し、営業利益は8.1％増加、経常利益は6.2％増加、

純利益は12.5％増加となりました。売上高、営業利益、経常利益は過去最高を更新いたしました。 

 今後についても、引き続き積極的な営業活動を行い、売上規模を拡大するとともに、不動産デベロッパーや不動

産仲介会社との業務提携を活かし、再開発案件や商業施設付帯駐車場案件にも取り組むと共に、保有駐車場用地に

ついては、人口動態等の指標を考慮しつつ、その取得に注力することで、業容及び基盤収益の拡大を目指します。 

 

③当社の資本の財源及び資金の流動性 

 当社の運転資金需要のうち主なものは、賃借駐車場の支払賃料、駐車場の管理費用、販売費及び一般管理費等の

営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、保有駐車場用地の取得、駐車場機器への設備投資等によるも

のであります。 

 当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 

 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資資金の調達については、金融

機関からの長期借入及びリース契約を基本としております。 

 なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は26,079百万円となっております。 

 また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は3,641百万円となっております。 
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５【重要な契約等】 

 当社は、令和３年８月26日開催の取締役会において、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」といいます。）と

の間で、資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を以下「本資本業

務提携」といいます。）を締結することを決議し、同日付で本資本業務提携契約を締結しております。 

 

(1) 本資本業務提携契約の目的 

 伊藤忠商事は、全国に亘る不動産オーナー等との情報ネットワークや伊藤忠商事にない不動産事業における機能

を持つ当社と連携し、不動産事業バリューチェーンの強化を図り、当社は、伊藤忠商事が有する豊富な経営資源や

ノウハウの提供を受け、昨今の社会情勢の変化を受け多様化する不動産オーナーのニーズに対応し、新たな事業機

会創出を図ることで、双方の企業価値向上を目指すことを目的として、本資本業務提携契約を締結しております。 

 

(2) 本資本業務提携契約の内容 

ⅰ 業務提携の内容 

 当社と伊藤忠商事は、主に次の項目について協力して実施しております。 

① それぞれが有する不動産用地情報の相互提供及び共有 

② 当社が保有する駐車場等における、共同での不動産開発事業の検討及び推進 

③ 伊藤忠商事及びそのグループ会社と当社の連携推進 

④ 当社が取り組んでいる、駐車場のIT活用に関する開発協力 

 

ⅱ 資本提携の内容 

 伊藤忠商事は、令和７年９月30日現在、当社普通株式2,287,100株（議決権所有割合22.0％）を保有しておりま

す。 

 

(3) 本資本業務提携の相手先の概要 

ⅰ 名称 伊藤忠商事株式会社 

ⅱ 所在地 東京都港区北青山２丁目５番１号（東京本社） 

ⅲ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長COO 石井 敬太 

ⅳ 事業内容 

繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野におい

て、国内、輸出入及び三国間取引を行うほか、国内外における事業投資など、幅広いビ

ジネスを展開 

ⅴ 資本金 253,448百万円（令和７年９月末現在） 

(注) 本資本業務提携契約は、当社の経営の独立性を確保しつつ、本資本業務提携契約による当社の企業価値向上を

実現するため、伊藤忠商事（グループ会社を含む）が当社に対する議決権保有割合が22％超となる当社株式を

取得する場合には事前に当社の書面による承諾を得る旨、当社が１年の間に当社の発行済株式総数の0.5％を超

える数（但し、ある年においてパラカが発行上限株数まで株式等の発行等を行わなかった場合には、その年に

おける発行上限株数から実際の株式等の発行等に係る株式数を控除した差分は、翌年以降に繰り越される）の

株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合に事前に伊藤忠商事の書面による承諾を得る旨及び伊

藤忠商事は当社取締役候補者１名及び執行役員候補者１名を指名できる旨（以下、総称して「本合意」といい

ます。)を規定しております。当社は取締役会での慎重な検討を経て、本資本業務提携契約を締結しており、上

記のとおり本合意は、当社の経営の独立性を確保しつつ、本資本業務提携契約による当社の企業価値向上を実

現するためのものであるため、本合意が当社の企業統治に及ぼす影響は軽微であると考えております。 

    なお、令和６年１月19日に伊藤忠商事が当社株式を追加で取得し、当社株式2,287,100株（追加取得時点にお

ける議決権所有割合22.3％）を保有することとなりました。これにより当社は、伊藤忠商事の持分法適用会社

となりましたが、当社の経営の独立性に影響を及ぼすものではありません。 

 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社は、主に時間貸駐車場の開拓と運営管理に関連する事業を展開しており、区分すべき事業セグメントは存在し

ておりません。 

 当事業年度における設備投資総額は、5,570百万円であります。その主なものは、事業用土地3,938百万円、リース

資産（駐車場機器）910百万円であります。 

 

２【主要な設備の状況】 

 当事業年度末における主要な設備は以下のとおりであります。 

令和７年９月30日現在 
 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員
数 
（人） 

建物及
び構築
物 

機械及
び装置 

工具、
器具及
び備品 

土地 
（面積㎡） 

リース 
資産 

合計 

本社 

（東京都港区） 
事務所 531 － 110 － 1 643 

59 

(11) 

大阪支店 

他10拠点 
事務所 44 － 4 － 2 51 

53 

(12) 

時間貸駐車場 

（関東地区） 

駐車場設備・太陽光

発電設備・倉庫 
224 233 29 

11,421 

(63,265.8) 
575 12,484 － 

時間貸駐車場 

（関西地区） 
駐車場設備・倉庫 115 － 19 

7,453 

(12,421.6) 
439 8,027 － 

時間貸駐車場 

（その他） 

駐車場設備・太陽光

発電設備 
450 228 41 

20,648 

(110,018.0) 
715 22,085 － 

（注）１ 時間貸駐車場の所在地は複数でありますので、一括して記載しております。 

２ 従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書きしております。 

３ 上記土地は自社所有の土地であり、賃借している駐車場用地の面積は含めておりません。 

４ 上記事業所において建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は9,792百万円であります。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 27,000,000 

計 27,000,000 

②【発行済株式】 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（令和７年９月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（令和７年12月19日） 

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名 
内容 

普通株式 10,440,600 10,440,600 
東京証券取引所 

プライム市場 

単元株式数 

100株 

計 10,440,600 10,440,600 － － 

（注） 「提出日現在発行数」には、令和７年12月１日以降有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行されたものは含まれておりません。 
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（２）【新株予約権等の状況】 

①【ストック・オプション制度の内容】 

以下、当事業年度の末日（令和７年９月30日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出

日の前月末現在（令和７年11月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容

を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。 

 

決議年月日 平成25年12月19日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 取締役 3名 

新株予約権の数（個） 50 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 

（株） 
普通株式 5,000（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 

新株予約権の行使期間 自 平成27年11月30日  至 令和31年１月10日（注）２ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  631 

資本組入額 316 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日

以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるもの

とする。 

②新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅

会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社と

なる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当

社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当該承認日の

翌日から30日間に限り、新株予約権を行使することができる

ものとする。 

③新株予約権者は、割当てられた新株予約権の割当個数の全

部を一括して行使するものとする。 

④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使する

ことができるものとする。かかる相続人による新株予約権の

行使の条件は、下記⑤の契約に定めるところによる。 

⑤その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と

新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定

めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決

議による承認を要する。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）３ 

（注）１ 当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 

３ 組織再編時の取扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 
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①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調

整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数

が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記イに記載の資

本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置

会社でない場合には、「取締役の決定」とする）による承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由および条件 

イ．再編対象会社は、再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、再編対象会社が分割会社とな

る会社分割契約または会社分割計画承認の議案、再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約また

は株式移転計画承認の議案につき再編対象会社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場

合は、再編対象会社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を

無償で取得することができる。 

ロ．再編対象会社は、新株予約権者が上記「新株予約権の権利行使の条件」に該当しなくなったこと等に

より権利を行使し得なくなった場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

ハ．新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、再編対象会社は新株予約権を無償で取得

することができる。 

⑨新株予約権の行使の条件 

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 
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決議年月日 令和２年12月17日定時株主総会及び取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 取締役 2名 従業員 18名 

新株予約権の数（個） 450 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 

（株） 
普通株式 45,000（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,609（注）２ 

新株予約権の行使期間 自 令和４年12月18日 至 令和12年12月17日（注）３ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,930 

資本組入額  966 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の

いずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退

職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限

りではない。 

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認

めない。 

③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契

約書に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決

議による承認を要する。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

（注）１ 当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「行使価額」と

いう。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行前の１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

３ 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。  
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４ 組織再編時の取扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調

整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

⑥新株予約権の行使の条件 

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 

新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかん

を問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無

償で取得することができる。 
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決議年月日 令和４年２月18日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 従業員 45名 

新株予約権の数（個） 312 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 

（株） 
普通株式 31,200（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,662（注）２ 

新株予約権の行使期間 自 令和６年３月12日 至 令和14年２月18日（注）３ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,963 

資本組入額  982 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の

いずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退

職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限

りではない。 

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認

めない。 

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところ

による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決

議による承認を要する。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

（注）１ 当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「行使価額」と

いう。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行前の１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

３ 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 
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４ 組織再編時の取扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調

整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

⑥新株予約権の行使の条件 

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 

新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかん

を問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無

償で取得することができる。 
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決議年月日 令和５年５月10日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 従業員 52名 

新株予約権の数（個） 395 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 

（株） 
普通株式 39,500（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,959（注）２ 

新株予約権の行使期間 自 令和７年６月１日 至 令和15年５月10日（注）３ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,233 

資本組入額 1,117 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の

いずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退

職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限

りではない。 

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認

めない。 

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところ

による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決

議による承認を要する。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

（注）１ 当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「行使価額」と

いう。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行前の１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

３ 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 
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４ 組織再編時の取扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調

整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

⑥新株予約権の行使の条件 

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 

新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかん

を問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無

償で取得することができる。 
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決議年月日 令和６年５月30日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 従業員 52名 

新株予約権の数（個） 486 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 

（株） 
普通株式 48,600（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,052（注）２ 

新株予約権の行使期間 自 令和８年６月21日 至 令和16年５月30日（注）３ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,397 

資本組入額 1,199 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の

いずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退

職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限

りではない。 

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認

めない。 

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところ

による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決

議による承認を要する。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

（注）１ 当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「行使価額」と

いう。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行前の１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

３ 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 
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４ 組織再編時の取扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調

整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

⑥新株予約権の行使の条件 

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 

新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかん

を問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無

償で取得することができる。 
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決議年月日 令和７年１月31日取締役会決議 

付与対象者の区分及び人数 従業員 75名 

新株予約権の数（個） 491 

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 

（株） 
普通株式 49,100（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,842（注）２ 

新株予約権の行使期間 自 令和９年２月22日 至 令和17年１月31日（注）３ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,103 

資本組入額 1,052 

新株予約権の行使の条件 

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員の

いずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退

職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限

りではない。 

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認

めない。 

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところ

による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決

議による承認を要する。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

（注）１ 当社が株式分割（株式無償割当を含む。）または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを

切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「行使価額」と

いう。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による

場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

 
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行前の１株当たり時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行

う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

３ 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 
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４ 組織再編時の取扱い 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件

に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（注）１に準じて決定する。 

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調

整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。 

⑤新株予約権を行使することができる期間 

上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。 

⑥新株予約権の行使の条件 

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由 

新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかん

を問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無

償で取得することができる。 

②【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

③【その他の新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

令和２年10月１日～ 

令和３年９月30日 

（注） 

37,400 10,294,600 27 1,839 27 1,869 

令和３年10月１日～ 

令和４年９月30日 

（注） 

10,000 10,304,600 8 1,847 8 1,877 

令和４年10月１日～ 

令和５年９月30日 

（注） 

6,500 10,311,100 6 1,854 6 1,884 

令和５年10月１日～ 

令和６年９月30日 

（注） 

58,500 10,369,600 49 1,903 49 1,933 

令和６年10月１日～ 

令和７年９月30日 

（注） 

71,000 10,440,600 58 1,962 58 1,992 

（注） 新株予約権（ストック・オプション）の権利行使による増加であります。 

（５）【所有者別状況】 

       令和７年９月30日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数 100株） 
単元未満
株式の状
況（株） 

政府及び
地方公共
団体 

金融機関 
金融商品
取引業者 

その他の
法人 

外国法人等 
個人 
その他 

計 
個人以外 個人 

株主数（人） － 9 19 63 54 21 5,268 5,434 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 15,407 1,752 35,708 7,776 397 43,282 104,322 8,400 

所有株式数の 

割合（％） 
－ 14.77 1.68 34.23 7.45 0.38 41.49 100.00 － 

（注） 自己株式48,416株は「個人その他」に484単元、「単元未満株式の状況」に16株含めて記載しております。 
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（６）【大株主の状況】 

  令和７年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％） 

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１ 2,287,100 22.01 

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都港区赤坂１－８－１ 716,500 6.89 

有限会社リョウコーポレーション 東京都荒川区南千住６－37－１－303 670,000 6.45 

株式会社日本カストディ銀行（信託

口） 
東京都中央区晴海１－８－12 498,436 4.80 

ＳＢＩホールディングス株式会社 東京都港区六本木１－６－１ 399,900 3.85 

兼平 宏 東京都世田谷区 397,000 3.82 

内藤 宗 東京都千代田区 317,500 3.06 

内藤 主 東京都荒川区 301,700 2.90 

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵ

ＲＩＴＩＥＳ 

（常任代理人 モルガン・スタンレ

ーMUFG証券株式会社） 

２５ ＣＡＢＯＴ ＳＱＵＡＲＥ， Ｃ 

ＡＮＡＲＹ ＷＨＡＲＦ， ＬＯＮＤＯ 

Ｎ Ｅ１４ ４ＱＡ， Ｕ．Ｋ． 

（東京都千代田区大手町１－９－７） 

271,600 2.61 

内藤 亨 東京都荒川区 244,200 2.35 

計 － 6,103,936 58.74 

（注） 株式会社日本カストディ銀行の信託業務に係る株式数について、当社の従業員株式給付信託分248,736株が

含まれること以外については把握しておりません。 

（７）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

    令和７年９月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式  － － － 

議決権制限株式（自己株式

等） 
 － － － 

議決権制限株式（その他）  － － － 

完全議決権株式（自己株式

等） 
普通株式 48,400 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,383,800 103,838 － 

単元未満株式 普通株式 8,400 － 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数  10,440,600 － － 

総株主の議決権  － 103,838 － 
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②【自己株式等】 

    令和７年９月30日現在 

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合 

（％） 

パラカ株式会社 東京都港区愛宕２－５－１ 48,400 － 48,400 0.46 

計 － 48,400 － 48,400 0.46 

 
（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】 

 当社は、平成27年７月31日開催の取締役会において、経済的な効果を株主の皆様と共有できる形で、従業員

の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、従業員の長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚

を図ること、人材採用において優秀な人員を確保すること、長期勤続に対する功労のための退職金制度を整備

することを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託型ESOP」の導入を決議いたしました。 

 また、令和７年７月17日開催の取締役会において、従業員の待遇の更なる改善を図りつつ、従業員の帰属意

識の醸成や企業価値向上に対する動機付け等の観点から、従業員に対して退職時に当社株式を給付する報酬制

度である従来制度に加えて、従業員に対してその在職中に当社の株式を給付するよう、本制度を拡充いたしま

した。 

 

１．従業員株式所有制度の概要 

 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、従業員

に対して、取締役会が定める株式給付規程に従って、信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プ

ランであります。 

 当社は、株式給付規程に基づき、毎年、従業員に対し業績貢献度等に応じてポイントを付与し、在職中及

び退職時に（累積した）ポイントに相当する当社株式を無償で給付します。 

 

２．従業員に取得させる予定の株式の総数、総額 

 株式会社日本カストディ銀行（信託口）が248,736株、363百万円を保有しております。 

 

３．当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 

 株式給付規程に基づき、一定の要件を充足する当社の従業員 
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２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 － － 

当期間における取得自己株式 － － 

（注） 「当期間における取得自己株式」には、令和７年12月１日以降有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額 

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額 
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 

移転を行った取得自己株式 

－ － － － 

その他（新株予約権の権利行使） － － － － 

保有自己株式数 48,416 － 48,416 － 

（注） 「当期間における保有自己株式数」には、令和７年12月１日以降有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式は含まれておりません。 

 

３【配当政策】 

 当社は、「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために『資本効率』、『財務健全性』及び『投資環境』に応

じて、再投資とのバランスをとりながら株主の皆様への利益配分を行うこと」を基本方針としております。 

 このような方針のもと、当期の期末配当は１株につき67円とさせていただきました。 

 今後につきましても上記方針に基づいた利益配分を実施してまいります。 

 当社は、中間・期末の年２回配当を行うことができる旨及び取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨

を定款に定めております。期末配当につきましては株主総会の決議によります。 

 なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 

令和７年12月18日 
696 67 

定時株主総会決議 
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 

① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの目的を経営の適正性・健全性、経営者の説明責任の確保を通じて企業の

持続可能性を向上させることであると考えています。 

 コーポレート・ガバナンスは、企業のあり方を考える上で最も広く基本的な概念であり、経営者が信任義務を

果たし、会社と株主及びステークホルダーとの関係において調和の取れた発展を促すものと理解しております。 

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

イ．企業統治の体制の概要 

 当社は企業統治の体制として、監査役制度を採用しております。これは独立性の高い社外取締役及び社外監

査役を選任しており、取締役の相互監督及び監査役による経営監視機能が十分に機能し、経営の適正性・健全

性が確保されていると考えているためであります。 

 経営の意思決定機関であります取締役会は、提出日現在、取締役７名から構成されており、そのうち５名は

社外取締役であります。取締役会は、毎月１回必ず開催されるとともに、必要に応じて、随時開催できる体制

となっております。また、そこでは徹底的な討論が行われていると考えております。なお、取締役会の議長

は、代表取締役であります。 

 監査役会は、監査役３名から構成されており、そのうち２名は社外監査役であります。監査役は、監査役会

が定めた監査方針及び監査計画に従い監査を行うほか、取締役会等の会議に出席しております。なお、監査役

会の議長は、常勤監査役であります。 

 執行役員会は執行役員及び常勤監査役をメンバーとし、取締役会から委任を受け、主に業務執行に係る事項

についての議論を毎月定期的に行うほか、必要に応じて随時機動的に行うこととしております。会議の内容に

ついては取締役会にて報告しております。なお、執行役員会の議長は代表取締役執行役員社長であります。 

 経営戦略会議は執行役員を基本メンバー（毎回テーマに応じ、必要なメンバーを追加）とし、毎月必ず行わ

れる「執行役員会」の開催に合わせて、３か月に１度開催するものとしております。「経営戦略会議」は社長

の諮問機関として位置づけており、業務執行上の決裁権限はありませんが、会社の「戦略」について議論を行

うこととしております。 

 

ロ．当該体制を採用する理由 

 当社は、社外取締役の選任と監査役会等との連携により経営に対する監督機能を強化する体制を敷いており

ます。社外取締役５名のうち４名は、当社の業務及び取引に関して関係が無い独立役員であり、独立した立場

から、業務執行役員への監督を行うことができると判断しております。 

 会社の業務執行を監査する監査役の過半数は社外監査役であり、また、監査役、監査役会、内部監査担当及

び会計監査人は随時情報交換を行うことで連携し、監査の有効性が確保されているものと判断しております。 

 以上により、当社では現状の体制を採用しております。  
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 当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりです。 

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項 

イ．内部統制システム、リスク管理体制及び業務の適正を確保するための体制の整備の状況 

 内部統制システムの整備につきましては、取締役会にて以下のとおり決議しております。 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1）取締役及び使用人が法令を遵守することはもとより、定款を遵守し、社会規範を尊重し、企業理念に則

った行動をとるため、「パラカ株式会社行動規範」（以下、行動規範）を定め、周知徹底を図る。 

(2）コンプライアンスの徹底を図るため、代表取締役は、基本的な方針について宣言するとともに、内部統

制・コンプライアンス担当執行役員をコンプライアンス全体に関する総括責任者として任命し、コンプラ

イアンス体制の構築・維持・整備にあたる。監査役及び内部監査担当は連携し、コンプライアンス体制の

状況を調査する。これらの活動は取締役会及び監査役会に報告されるものとする。 

(3）法令違反の疑義ある行為等について、使用人が通報できる社外の弁護士・専門家を窓口とする内部通報

制度を整備するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体（以下「文書

等」という）に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。 
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1）当社のリスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築

及び運用を行う。 

(2）組織横断的なリスク管理については内部統制・コンプライアンス担当執行役員が行い、各部署所管業務

に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。また、内部監査担当は各部署毎のリスク管理の状況

を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1）経営の適正性、健全性を確保し、業務執行の効率化を図るため、経営の意思決定・監督機関としての取

締役会の機能とその意思決定に基づく業務執行機能を明確にする。双方の機能を強化するために、執行役

員制度を採用し、同制度の維持・充実を図る。 

(2）中長期経営戦略を策定し、全社で意思統一する。経営戦略を企業全体で共有し、強固なものにするため

に、定期的に経営戦略会議を開催し、企業の存続・発展を図る。 

(3）中期経営計画を立案し、社内で共有する。そして単年度予算を立案し、全社的な数値目標を設定する。

その達成に向けて、取締役会、執行役員会及びすべての管理職が出席する会議（社内呼称：管理職会議）

にて、具体策の立案及び進捗管理を行う。 

(4）取締役の職務の執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者の職

務内容及び責任を定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。 

 

５．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、当該使用人の任命・

異動・評価・懲戒については、監査役会の意見を尊重し、決定する。 

 

６．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(1）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実が発生したとき、取締役及び使用人に

よる法令違反の疑義ある行為を発見したとき、その他監査役が報告すべきと定めた事実が生じたときは、

速やかに監査役に報告する。なお、前記に関わらず、監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対し報

告を求めることができる。 

(2）監査役は、代表取締役との定期的な意見交換会を設けるほか、会計監査人、内部統制・コンプライアン

ス担当執行役員、内部監査担当と相互連携し、監査の実効性を確保する。 

 

７．監査役へ報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

 当社は、上記６．に記載されている体制を利用して監査役へ報告を行った者に対し、当該報告を行ったこ

とを理由として不利な取扱いを受けないよう適切な処置を講ずるものとする。 

 

８．監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

 監査役が、その職務の執行を行うことによって発生した費用又は債務は、会社法第388条の規定に基づ

き、当社は当該費用又は債務を処理するものとする。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な書類の閲覧を行い、

必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。また、会計監査人から監査内容について

報告を受けることができる。 

 

10．財務報告の信頼性を確保するための体制 

 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向

け、内部統制システムの構築を行う。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正

を行うこととする。 

 

11．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 社会的秩序や健全な企業活動を阻害する恐れのある反社会的勢力とは一切関係を持たない。また、反社会

的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で対応する。 
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ロ．リスク管理体制の整備の状況 

 当社のリスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び

運用を行っております。 

 組織横断的なリスク管理については内部統制・コンプライアンス担当執行役員が行い、各部署所管業務に付

随するリスク管理は担当部署が行うこととしております。また、内部監査担当は各部署毎のリスク管理の状況

を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告しております。 

 この他、法令遵守に関するリスクや損失に関するリスクを事前に防止するよう、定期的にリスク管理委員会

を開催し、リスクの洗い出しを行っております。 

 

ハ．責任限定契約の内容の概要 

 当社は業務執行を行う取締役に該当しない取締役檜森隆伸氏、取締役横山和樹氏、取締役澤井孝一郎氏、取

締役採澤友香氏、取締役岡本秀彰氏、監査役廣澤智氏、監査役遠藤修介氏及び監査役洞駿氏との間で、会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締

結しております。 

 

ニ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、当社取締役を含む被保険者がその業務につき行った行為（ただし、犯罪行為等は除く。）に起因して損害

賠償請求を提起されたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約によって塡補する

こととしております。 

 当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役及び執行役員であり、全ての被保険者に

ついて、その保険料を当社が負担しております。 

 

ホ．取締役会にて決議できる株主総会決議事項 

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができ

る旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするた

め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。 

 当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年３月31日を基準日として中間

配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、将来の利益配分の一環として定めているもので

す。 

 当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法第423条第１項の任務を行っ

たことによる取締役及び監査役（取締役及び監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度にお

いて免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその能力を十分発揮し

て、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。 

 

ヘ．取締役の定数 

 当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。 

 

ト．取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任については累積投票によらない旨を定款

に定めております。 

 

チ．株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。こ

れは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものです。 
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リ．取締役会の活動状況 

 当事業年度において当社は取締役会を月１回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のと

おりであります。 

１．取締役会の出席状況 

役 職 名 氏 名 出席率（出席回数/開催回数） 

代表取締役 内 藤   亨 100％（16回/16回） 

代表取締役 内 藤   宗 100％（16回/16回） 

取 締 役 檜 森 隆 伸 100％（16回/16回） 

取 締 役 横 山 和 樹 94％（15回/16回） 

取 締 役 澤 井 孝一郎 100％（16回/16回） 

取 締 役 高 坂 勇 介 94％（15回/16回） 

取 締 役 採 澤 友 香 94％（15回/16回） 

 

２．取締役会における具体的な検討内容 

(1）経営戦略 

重要な営業戦略及び人事戦略の決定等 

(2）サステナビリティ 

サステナビリティ関連施策の進捗確認、情報共有等 

(3）コーポレート・ガバナンス 

コーポレート・ガバナンス基本方針関連、株主総会関連、内部統制評価、会社役員賠償責任保険関連等 

(4）指名・報酬 

代表取締役選定、役員報酬関連等 

(5）決算・財務 

決算（四半期含む）関連、予算計画、業績予測修正、配当関連等 

(6）営業施策 

重要な営業施策等 
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（２）【役員の状況】 

① 役員一覧 

男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

代表取締役 内藤 亨 
昭和31年

７月15日 

昭和54年４月 野村證券株式会社入社 

昭和63年12月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社）入社 

平成６年10月 有限会社リョウコーポレーション設立 

平成９年８月 当社設立 代表取締役社長 

平成21年10月 当社代表取締役執行役員社長 

平成27年12月 当社代表取締役執行役員会長 

平成28年９月 当社代表取締役執行役員会長 兼 社長 

令和元年11月 当社代表取締役執行役員会長 

令和３年３月 当社代表取締役執行役員会長 兼 社長 

令和４年11月 当社代表取締役執行役員会長（現任） 
  

(注)３ 244,200 

代表取締役 内藤 宗 
昭和59年

４月８日 

平成20年４月 野村不動産株式会社入社 

令和２年３月 当社入社 営業本部 開発営業部長 

令和３年５月 当社執行役員 開発本部長 

令和３年12月 当社取締役執行役員 開発本部長 

令和４年11月 当社代表取締役執行役員社長 開発本部長 

令和７年４月 当社代表取締役執行役員社長（現任） 
  

(注)３ 317,500 

取締役 檜森 隆伸 
昭和28年

１月12日 

昭和52年４月 野村證券株式会社入社 

昭和60年１月 モルガンギャランティー・リミテッド東京事務所入社 

昭和61年３月 ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サ

ックス証券株式会社）入社 

平成９年３月 ユニ・アジアファイナンス・コーポレーション設立 マネ

ージング・ディレクター 

平成17年４月 シーズンズ・コンサルティング株式会社設立 

代表取締役社長 

平成23年11月 特定非営利活動法人 国連ＵＮＨＣＲ協会 事務局長 

平成24年３月 同協会 理事 

平成28年12月 当社取締役（現任） 

平成29年７月 特定非営利活動法人 国連ＵＮＨＣＲ協会 常務理事 

平成31年３月 同協会 顧問（現任） 

令和３年１月 公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン 理事

（現任） 
  

(注)３ － 

取締役 横山 和樹 
昭和51年

８月28日 

平成11年４月 株式会社アコム入社 

平成17年12月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 

平成22年１月 株式会社AGSコンサルティング入社 

平成22年12月 公認会計士登録 

平成23年５月 税理士登録 

平成27年１月 アクセルアライアンス会計事務所 設立 代表 

平成27年２月 日本法規情報株式会社（現 アスクプロ株式会社） 監査

役 

平成27年６月 株式会社ズーム 取締役・監査等委員（現任） 

平成28年１月 株式会社アクセルアライアンス設立（現 株式会社アクセ

ルコンサルティング） 代表取締役（現任） 

平成29年12月 当社取締役（現任） 

令和２年１月 税理士法人アクセル 設立 代表社員（現任） 

令和２年７月 監査法人アクセル 設立 代表社員（現任） 
  

(注)３ 6,000 

取締役 澤井 孝一郎 
昭和32年

２月17日 

昭和57年４月 日本電信電話公社（現 NTT株式会社）入社 

平成４年７月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現 株式会社NTTド

コモ）入社 

平成19年７月 フェリカネットワークス株式会社入社 取締役 副社長 

令和３年12月 当社取締役（現任） 
  

(注)３ － 

取締役 採澤 友香 
昭和60年

２月21日 

平成22年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

平成23年１月 あさひ法律事務所入所（現任） 

平成30年９月 第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営

委員会副委員長（現任） 

令和３年12月 当社取締役（現任） 
  

(注)３ － 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役 岡本 秀彰 
昭和45年

５月19日 

平成６年４月 伊藤忠商事株式会社入社 

令和５年４月 同社 建設第一部長 

令和７年４月 同社 建設・不動産部門長（現任） 

令和７年12月 当社取締役（現任） 
  

(注)３ － 

常勤監査役 廣澤 智 
昭和39年

７月17日 

平成３年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 

平成７年３月 公認会計士登録 

平成９年２月 日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現 大和

企業投資株式会社）入社 

平成12年７月 株式会社ビーアイ・ネットワーク設立 

平成21年６月 廣澤公認会計士事務所開設 

平成24年５月 当社入社 内部監査専任担当 

平成26年12月 当社監査役（現任） 
  

(注)４ 8,600 

監査役 遠藤 修介 
昭和39年

11月６日 

平成元年４月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 

平成３年８月 公認会計士登録 

平成５年10月 株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社 

平成９年４月 遠藤公認会計士事務所開設 

平成14年２月 株式会社エルゼウス 代表取締役社長（現任） 

平成25年６月 新宿監査法人 パートナー 

平成26年12月 当社監査役（現任） 

令和２年１月 株式会社ＬＯＧＩＣＯＳＴ 代表取締役社長（現任） 
  

(注)４ 4,000 

監査役 洞 駿 
昭和22年

11月１日 

昭和46年７月 運輸省 入省 

平成13年７月 国土交通省 自動車交通局長 

平成15年７月 国土交通省 国土交通審議官 

平成17年８月 国土交通省 退任 

平成19年10月 全日本空輸株式会社（現 ANAホールディングス株式会社）

常勤顧問 

平成23年６月 全日本空輸株式会社（現 ANAホールディングス株式会社）

代表取締役副社長執行役員 

平成26年４月 ANAホールディングス株式会社 常勤顧問 

平成30年12月 当社監査役（現任） 

令和２年２月 スカイマーク株式会社 代表取締役社長執行役員 

令和６年６月 同社 代表取締役会長 

令和７年６月 同社 相談役（現任） 
  

(注)４ 1,200 

計 581,500 

（注）１ 取締役檜森隆伸、横山和樹、澤井孝一郎、採澤友香及び岡本秀彰は、社外取締役であります。 

２ 監査役遠藤修介及び洞駿は、社外監査役であります。 

３ 令和７年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時まで 

４ 令和４年12月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時まで 

５ 代表取締役 内藤宗は、代表取締役 内藤亨の長男であります。 

６ 取締役 採澤友香は、婚姻により菊地姓となりましたが、旧姓の採澤で業務を執行しております。 

７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監

査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

柴田 堅太郎 昭和50年６月23日 

平成13年10月 弁護士登録 長谷川俊明法律事務所 

（注） － 

平成18年10月 長島・大野・常松法律事務所 

平成26年２月 柴田・鈴木・中田法律事務所開設 

パートナー（現任） 

平成27年10月 ラサールロジポート投資法人 監督役員（現任） 

平成29年８月 株式会社東和エンジニアリング 社外取締役（現任） 

令和３年３月 伊勢化学工業株式会社 社外取締役（現任） 

（注） 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。  
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８ 提出日現在の執行役員は次のとおりであります。 

地位 氏名 担当または主な職業 

執行役員会長    内藤  亨  

執行役員社長    内藤  宗  

執行役員 中村 和正 開発本部長 

執行役員    山本  裕 西日本営業本部長 

執行役員 牧野 大祐 北日本営業本部長 

執行役員 西村 進一 運営本部長 

執行役員 長田 友敬 社長補佐 

 

② 社外役員の状況 

 当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。 

 社外取締役の檜森隆伸氏は、経営者として、また、特定非営利活動法人国連ＵＮＨＣＲ協会及び公益財団法人

ケア・インターナショナル ジャパンの理事・顧問としての豊富な経験と専門知識を有しております。同氏の幅

広い見識をもとに、事業のみならず、ＥＳＧに関する有益な助言をいただいております。 

 国連ＵＮＨＣＲ協会は、国連の難民支援機関であるＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所）の活動を支える

日本の公式支援窓口であり、当社はＣＳＲの一環として、従来から自動販売機売上の一部について、国連ＵＮＨ

ＣＲ協会を通じたＵＮＨＣＲへの寄付を行っております。なお、檜森隆伸氏は提出日現在、当社株式を保有して

おらず、その他の人的関係、資本的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。 

 社外取締役の横山和樹氏は、公認会計士・税理士として、また、経営者としての豊富な知識・経験を活かし、

経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただいております。 

 なお、横山和樹氏は提出日現在、当社株式を6,000株保有しておりますが、当社とはその他の人的関係、資本

的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。 

 社外取締役の澤井孝一郎氏は、フェリカネットワークス株式会社取締役副社長を10年以上務め、モバイル決済

を始めとした情報通信技術に関し、深い知見を有しております。このような見識・経験を活かし、経営陣から独

立した客観的視点で経営への助言をいただいております。 

 なお、澤井孝一郎氏は提出日現在、当社株式を保有しておらず、その他の人的関係、資本的関係または取引関

係等の直接利害関係はありません。 

 社外取締役の採澤友香氏は、弁護士として培われた豊富な知識・経験を有しております。このような見識・経

験を活かし、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただいております。 

 なお、採澤友香氏は提出日現在、当社株式を保有しておらず、その他の人的関係、資本的関係または取引関係

等の直接利害関係はありません。 

 社外取締役の岡本秀彰氏は、伊藤忠商事株式会社に長年勤務し、同社の建設・不動産部門の収益力の強化や事

業領域の拡大に尽力してきた経験を有しております。このような見識・経験を活かし、当社の中長期的な経営戦

略に対して指導・助言をいただけるものと期待しております。 

 なお、岡本秀彰氏は提出日現在、当社株式を保有しておらず、その他の人的関係、資本的関係または取引関係

等の直接利害関係はありませんが、当社の主要株主（その他の関係会社）である伊藤忠商事株式会社の業務執行

者（建設・不動産部門長）であります。同社と当社の間には通常の営業取引もありますが、取引額は僅少となっ

ております。 

 社外監査役の遠藤修介氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会及び監査役会の

意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言をいただいております。 

 なお、遠藤修介氏は提出日現在、当社株式を4,000株保有しておりますが、当社とはその他の人的関係、資本

的関係または取引関係等の直接利害関係はありません。 

 社外監査役の洞駿氏は、国土交通省に長年勤務し、また、退任後は事業会社経営者として活躍し、豊富な経験

と幅広い見識を有しております。それらを活かして、経営陣から独立した客観的視点で経営への助言をいただい

ております。 

 なお、洞駿氏は提出日現在、当社株式を1,200株保有しておりますが、当社とはその他の人的関係、資本的関

係または取引関係等の直接利害関係はありません。 

 社外監査役は、常勤監査役と緊密な意見交換を行うとともに、必要に応じて役職員に報告を求め、取締役の職

務執行に対し厳正な監査を行っております。 
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 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性の基準については、東京証券取引所が定める独立性に関する基準

を参考に判断しています。当社の現在の社外取締役の檜森隆伸氏、横山和樹氏、澤井孝一郎氏、採澤友香氏、社

外監査役の遠藤修介氏及び洞駿氏は、いずれも当社経営に著しい影響を及ぼす、又は当社経営から著しい影響を

受ける関係になく、一般株主と利益相反を生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、当社が上場す

る東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 

 

（３）【監査の状況】 

① 監査役監査の状況 

ａ. 監査役監査の組織、人員及び手続 

 当社の監査役会は、監査役３名から構成されており、そのうち２名は社外監査役であります。常勤監査役廣澤

智氏及び社外監査役遠藤修介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計及び内部統制システムに関して

相当の知見を有しております。社外監査役洞駿氏は、国土交通省に長年勤務し、退任後は事業会社の経営者とし

て豊富な経験と幅広い見識を有しております。 

 監査役監査については、取締役会に監査役が出席するほか、重要な社内会議には常勤監査役が出席し、経営に

関する監視機能を果たしております。また、監査役会を毎月開催し、監査役間で情報を共有するとともに、意見

交換を行っております。 

 

ｂ. 監査役及び監査役会の活動状況 

 当事業年度において、監査役会を13回開催しており、監査役３名とも全ての監査役会に出席しております。 

 監査役会における具体的な検討内容として、監査方針や監査計画策定、会計監査人の監査の方法及び結果の相

当性の検討、監査意見の形成、株主総会議案の内容検討、会計監査人の選任等に関する決定、会計監査人の監査

報酬額の同意が挙げられます。また、取締役会審議事項に関する内容検討、内部統制システムに関する評価につ

いても検討を行っております。 

 常勤監査役の活動として、取締役会以外の主要会議である執行役員会議、管理職会議に出席し、決裁書類の確

認を実施することで、経営全般について把握するよう努めております。特に、取締役会または執行役員会議で、

駐車場用地購入に関する意思決定が行われる場合には、十分な検討が行われているか否かを確かめることを重点

監査項目としております。また、内部統制システム評価の観点から、事業地視察を実施しております。その他、

会計監査人及び内部監査担当者と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。 

 

② 内部監査の状況 

 内部管理体制強化の一環として、内部監査担当１名が内部監査を実施しております。内部監査については、主

として業務が会社の定めたルールに従っているかという観点からチェックを行うとともに、業務の効率性も確認

しております。 

 内部監査の実効性を確保するための取組については、監査役と定期的に打ち合わせを行い、内部統制に関する

報告及び意見交換を実施することにより連携を密にし、内部統制の有効性と妥当性の確保に努めております。内

部監査結果については、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役会に対しても定期的に報告する体制をと

っております。 

 

※③会計監査の状況については、株主総会前開示資料における記載を省略いたします。 
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ｄ．監査法人の選定方針と理由 

 当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関す

る監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されてい

ること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえ

で、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。 

 会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会

計監査人の解任または不再任を株主総会の議案の内容とすることといたします。 

 また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査

役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。 

 なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から令和５年12月26日付で契約の新規の締結に関する業務の停止３カ

月（令和６年１月１日から同年３月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査

契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。）の処分を受けております。 

 

ｅ．監査役及び監査役会による会計監査人の評価 

 当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通

じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査担当等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行わ

れているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しておりま

す。 

 

④ 監査報酬の内容等 

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容 

前事業年度 当事業年度 

監査証明業務に基づく報酬 
（百万円） 

非監査業務に基づく報酬 
（百万円） 

監査証明業務に基づく報酬 
（百万円） 

非監査業務に基づく報酬 
（百万円） 

20 － 19 － 

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く） 

 該当事項はありません。 

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 

 該当事項はありません。 

 

ｄ．監査報酬の決定方針 

 当社は、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりません。 

 なお、監査報酬につきましては、監査内容及び日数などにより適切な報酬額を検討し、会社法の定めに従い監

査役会の同意を得たうえで決定しております。 

 

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由 

 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適

切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしまし

た。 
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（４）【役員の報酬等】 

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

 当社は取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。また、

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針に沿うものであることを確認

しております。 

 

１．基本方針 

 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう設計した

報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とす

る。具体的には、業務執行取締役については固定報酬としての基本報酬に加えて、業績向上に対する意欲や士

気を高めることと、業績向上への寄与を高めることを目的として、株式報酬（ストックオプションとしての新

株予約権）を支払うこととし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払

うこととする。 

 

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定

に関する方針を含む。） 

 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、「職務の内容」「責任の重さ」「業績への貢献度」「持続可

能性向上への貢献度」の四つを総合的に勘案して決定するものとする。 

 

３．業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を

与える時期または条件の決定に関する方針を含む。） 

 業績連動報酬等は、導入しないものとする。 

 非金銭報酬等は、株式報酬（ストックオプションとしての新株予約権）とし、その内容および額または数の

決定については株主総会の承認を得るものとする。 

 

４．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合

の決定に関する方針 

 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業績連動報酬等の導入が無く、非金銭報酬（株式報酬）の

支払いに当たって株主総会の承認を得ることから、定めないものとする。 

 

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 

 個人別の報酬額及び株式報酬の割当株式数については、代表取締役が原案を作成し、取締役会決議により決

定するものとする。なお、取締役の過半を業務執行取締役が占める場合には、報酬委員会を設立し、代表取締

役が作成した原案を報酬委員会に諮問し答申を得た上で、当該答申の内容に従って取締役会決議により決定す

るものとする。 

 

 取締役の報酬等の限度額は、平成27年12月17日開催の第19期定時株主総会において年額300百万円以内（う

ち社外取締役分20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）と決議しております。当該定

時株主総会終結時点の取締役の員数は５名（うち、社外取締役は２名）です。 

 監査役の報酬等の限度額は、平成15年12月18日開催の第７期定時株主総会において年額30百万円以内と決議

しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名（うち、社外監査役は１名）です。 

 ストックオプションとしての新株予約権については、令和２年12月17日開催の第24期定時株主総会の決議に

より、当社取締役（社外取締役を除く。）を対象とし、報酬額は基本報酬とは別枠で年額30百万円以内とする

こと、新株予約権の対象となる株式の数の上限は40,000株とすること、新株予約権を行使できる期間は新株予

約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後２年を経過した日から当該決議の日後10年を経過する日までと

すること、行使価額は割当日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）における東京証券

取引所における当社株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の東京証券取引所における当社株式

普通取引の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）のうちいずれか高い方の金額とし、新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額は行使価額に行使株式数を乗じた金額とすること、権利行使時

において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを行使条件とすること等を定

めております。 

 提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役７名、監査役３名で

あります。 

 取締役の報酬等については、基本報酬と非金銭報酬（ストックオプションとしての新株予約権）に分けられ

ます。基本報酬については、上記株主総会で承認された取締役報酬等の限度内で算定しており、別途株主総会
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で決議されたストックオプションの付与と合わせて、上記「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方

針」に従い取締役会決議で決定しております。 

 監査役の報酬等については、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、上記株主総会で承認

された監査役報酬等の限度内で算定しております。各監査役の報酬等については監査役会において決定してお

ります。 

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

役員区分 
報酬等の総額 
（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 
対象となる
役員の員数 
（名） 基本報酬 

ストックオプ
ション 

賞与 
左記のうち、 
非金銭報酬等 

取締役 

（社外取締役を除く。） 
182 182 － － － 2 

監査役 

（社外監査役を除く。） 
10 10 － － － 1 

社外役員 20 20 － － － 7 

 

③ 報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等 

氏名 
報酬等の総額 
（百万円） 

役員区分 会社区分 

報酬等の種類別の総額（百万円） 

基本報酬 
ストックオ
プション 

賞与 
左記のうち、 
非金銭報酬等 

内藤 亨 130 取締役 提出会社 130 － － － 

（注）報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。 

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

 該当事項はありません。 



 

パラカ株式会社 令和７年９月期 株主総会前開示資料（令和７年12月４日開示） 

※本資料は、令和７年12月18日に開催予定の定時株主総会後に関東財務局に提出予定の有価証券報告書の一部です。 

※開示時点において監査法人による監査は完了しておらず、提出までに一部記載が修正される場合があります。 

- 46 - 

 

（５）【株式の保有状況】 

① 投資株式の区分の基準及び考え方 

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純

投資目的とは専ら株式の価値変動や株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合と考えており

ます。一方、純投資目的以外とは当社の顧客及び取引先等との安定的・長期的な取引関係の維持・強化や当社

の中長期的な企業価値向上に資する場合と考えております。 

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容 

 当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、取引先の株式を保有することで、中長期的な関係強化、

当社が行う駐車場事業とのシナジー効果が見込まれるもののみを対象としております。 

 当該株式を保有する結果として当社の企業価値を高め、株主・投資家の皆様の利益につながると考える場

合についてのみ、当該株式を保有する方針としております。具体的には当社が駐車場運営に利用している駐

車場機器メーカーである日本信号株式会社の株式を保有しております。 

 このような方針に従い、中長期的な経済合理性や将来の見通しについて随時取締役会で検証しており、保

有の意義が必ずしも十分でないと判断される場合については、政策保有株式の縮減を図ります。保有の合理

性の判断においては、営業上の取引関係など事業戦略における意義等について、保有に伴うリスクとの検証

を行います。 

 

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 
（銘柄） 

貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

非上場株式 － － 

非上場株式以外の株式 1 30 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄） 

 
銘柄数 
（銘柄） 

株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（百万円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株式 － － － 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄） 

 
銘柄数 
（銘柄） 

株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（百万円） 

非上場株式 1 8 

非上場株式以外の株式 － － 
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ｃ．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、業務提携等の概要、 
定量的な保有効果 

及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

日本信号株式会社 

25,300 25,300 

当社の駐車場運営に最適な駐車場機器の

開発を促すために保有しております。な

お、日本信号株式会社とは定期的に２社

で会議を行っております。定量的な保有

効果は秘密保持の観点から記載いたしま

せんが、保有の便益と当社資本コストの

比較により経済合理性を検証しておりま

す。 

無 

30 24 

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式 

 該当事項はありません。 

 


